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☆働きやすい職場環境づくり
を果「ͷࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭͷਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ�͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　��ϥΠϑελΠϧͷݟ͠Ͱɺ
　　　̍ਓ̍̍Lgͷ$0� ʡݮ
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ださい。 

９月１０日現在

K
「信州でインターンシップ応援補助金」のご案内

県内の事業者の皆さまへ
県外学生をインターンシップで受け入れてみませんか。

　県では、長野県外の大学等に在籍する学生が、長野県内の事業所等で実施されるインターンシップ（就業体験）
に参加するために必要な経費を補助することで、県外学生の県内事業所等におけるインターンシップの参加を
促進しています。

書類提出先およびお問合せ先
　長野県 産業労働部 労働雇用課 雇用対策係
　TEL：026-235-7201　E-mail：koyotai@pref.nagano.lg.jp

対 象 者 長野県内に事業所等（本店、支店、営業所、工場等）を有する事業者
対 象 事 業 以下の要件をすべて満たすインターンシップ（就業体験）

①長野県外の大学等に在籍し、かつ長野県外に在住する大学生等を受け入れること
※ただし、最終学年の大学生等（大学院進学予定者及び大学編入予定者を除く）は対象外です。
②長野県内の事業所等で実施するものであること
③ 実施期間が実働３日以上であること（ただし、当該実施期間が属する年度の２月末日まで

に終了したものに限る）
④ 採用活動とは一切関係ないことを明確にし、就業体験の提供を目的としたものであること
⑤労働関係法令が遵守されているものであること

補助対象経費 事業者が負担する費用で次に掲げるもの
①交通費　 県外の居住地から宿泊先を経由して、インターンシップの実習先を往復するため

に必要な交通機関の使用に要する費用
②宿泊費　 インターンシップ実施期間（実施日の前後を含む）において、実習先に滞在する

ために要する費用（ただし、食費を除く）
補 助 限 度 額 １人あたり30,000円（申請人数に上限はありません）

受入事業者が「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」の場合は、40,000円
【ご注意】受入事業者が保有する施設に宿泊させた場合は宿泊費の対象となりません。
※同一年度中に限り、限度額に達するまで複数回申請可能。

申 請 手 続

※１　インターンシップを実施する日の７日前までに提出してください。
※２　 実績報告書の添付書類として領収書の写しが必要となります。必ず取得していただくと共に、受入学生に必

ず領収書を取得するようお伝えください。また、受入事業者が受入学生に費用を支払った場合は、それを証
する書類（受領書など）も必要になります。

※３　インターンシップを実施した後、30日以内に提出してください。

申請者

長野県
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 長野県 インターンシップ応援
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２� ಛू
� 働͖ํվֵの࣮ݱにけて　ͦの̍
̓� ৴भの���ۀا
� ʣࢢձࣾాதफ٢ళʢ൧ాࣜג
̔� தԝձΠϯϑΥϝʔγϣϯ
̕� શதΠϯϑΥϝʔγϣϯ
10� ҳす͔Βͣػ
� ʣࢢۂॴʢઍ࡞࡚ࢁձࣾࣜג
� ʣࢢձࣾΦΦλʢদຊࣜג

【表紙写真】水引の羽子板
　݁ೲで使用したਫҾをӋࢠ൘に০しすことで、ࢥい出のとし
てすことができます。ݱ在でも月に１本のґཔがあるਫҾのӋࢠ൘
࡞。ੈքにͻとͭだけのه೦として࡞するのはいかがでしΐうか。

　【お問い合Θせ】
　　株式会社ా中फ٢店
　　ి  0265-22-3�35



2

　ฏ��݄̏��に働͖ํվֵ࣮ݱձٞに͓いて、ʮ働͖ํվֵ࣮ܭߦըʯがܾఆ͞Εました。ʮ働͖ํվֵ࣮
にཱͬたࢹにͭいて、߲͝とに、ʮ働く人のࡦの対応߲��ܭ߹、けたにݱըʯには、働͖ํվֵの࣮ܭߦ
՝ʯ、ʮޙࠓの対応のํੑʯ、ʮ۩体తなࡦࢪʯが、また、ฏ��ʢ����ʣ͔Βฏ��ʢ����
ʣまでの��間の֤に͓いて、ࡦࢪをͲのΑ͏にల։していく͔が、ࣔ͞Εています。
ࢧのओなہʯとްੜ労働ল労働ੑの対応のํޙࠓըʯでࣔ͞Εたʮܭߦճのಛूでは、ʮ働͖ํվֵ࣮ࠓ　
ԉࡦなͲを、̓ ݄߸と݄̔߸の̎ճにけて͝հします。݄ࠓ߸は、ᶃʙᶈに関するࢧԉࡦを͝հいたします。
ʯ等を౿ま͑、๏ఆ労働݅の९कをલఏੑの対応のํޙࠓըʯのʮܭߦ業に͓いては、ʮ働͖ํվֵ࣮ا֤　
とした上で、労のし߹いを௨͡て、ݱঢ়をѲし、՝ղܾ、働͖ํվֵの࣮ݱにけた࣮に応͡たऔり
Έを͏ߦことがまΕます。

ʮಇ͖ํվֵ࣮ܭߦըʯͰࣔ͞ΕͨରԠࡦ
　①　同一労働同一ۚの実ޮੑを確保する法੍度とΨイドϥインのඋ
　②　ඇ正ن雇用労働者の正社һԽなどΩϟϦアアップのਪ進
　③　企業への上げの働きかけ取Ҿ件վળɾ生産ੑ上支援など上げしすいڥのඋ
　④　法վ正による࣌間外労働の上限੍نのಋ入
උڥけた間インターバϧ੍度ಋ入にۈ　⑤　
　ᶈ　݈߁で働きすい職場ڥのඋ
　ᶉ　ܕ༺ޏςϨϫʔΫのΨΠυϥΠϯ৽ͱಋೖࢧԉ
　ᶊ　ඇܕ༺ޏςϨϫʔΫのΨΠυϥΠϯ৽ͱ働͖खのࢧԉ
　ᶋ　෭業・݉業のਪ進に͚たΨΠυϥΠϯࡦ定やϞσϧब業規ଇվ定ͳͲのڥඋ
　ᶌ　ྍ࣏ͱ事のཱ྆に͚たτϥΠΞϯάϧࢧܕԉͳͲのਪ進
　ᶍ　ࢠҭて・հޢͱ事のཱ྆ࢧԉࡦのॆ実・׆༻促進
　ᶎ　োऀのرやྗを͔׆したब労ࢧԉのਪ進
　ᶏ　外ࠃ人ࡐडೖΕのڥඋ
　ᶐ　ঁੑのϦΧϨϯτڭҭͳͲݸ人のֶͼしのࢧԉや৬業܇࿅ͳͲのॆ実
　ᶑ�　ύʔτλΠϜঁੑがब業ௐをҙࣝしͳいڥඋやਖ਼ࣾһঁੑの෮৬ͳͲଟ༷ͳঁੑ׆༂

のਪ進
　ᶒ　ब৬ණՏੈظやएऀの׆༂に͚たࢧԉ・ڥඋのਪ進
　ᶓ�　స৬・࠶ब৬ऀのػ༺࠾ձ֦େに͚たࢦࡦ定・डೖΕ企業ࢧԉͱ৬業ྗ・৬場ใの

えるԽݟ
　ᶔ　給ܕֶۚの設ͳͲ୭にでνϟϯεのあるڭҭڥのඋ
　ᶕ　ܧଓޏ༻延長・定年延長のࢧԉͱऀྸߴのϚονϯάࢧԉ

ಛूɹฏ2�  ௨ৗ૯ձ

ಇ͖ํվֵの
ɹ�࣮͚ͯʹݱ

※�　「働き方改革実行計画」、「同一労働同一賃金ガイドライン案」については、首相官邸ホームページ（「一億総活躍社会の実現」
－「働き方改革の実現」特集ページ）を参照してください。
※�　以下の白抜き文字の囲み記事は、「働き方改革実行計画」で示された「今後の対応の方向性」の記載内容です。

ಛ�ू
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ʲඇਖ਼規ޏ༻労働者۰վળࢧԉηϯλʔʢ労働ہҕୗࣄ業ʣrʢฏ��݄̐։ઃʣ
　企業に͓͚るඇਖ਼規ޏ༻労働ऀの۰վળをࢧԉするため、ઐՈにΑる૬ஊ対Ԡ（ి・ϝʔϧ・૭ޱ）、
企業๚にΑるۚ制度のݟしの助ݴを行ってい·す。
　所ࡏɿ長ࢢ中ޚ所�60�1　ిɿ0�6��1���414　

ʲ同Ұ労働同Ұۚಛूϖʔδ・同Ұ労働同ҰۚΨΠυϥΠϯҊઐ༻૬ஊ૭ޱʳ
　ް生労働ল、ϗʔϜϖʔδにʮಉ一労働ಉ一ۚ特ूϖʔδʯを設͚るͱͱに、ઐ༻૬ஊ૭ޱ（ి
03�3����3316・平日̕ɿ30 ʙ 1�ɿ1�）を設͚てい·す。

ʲΩϟϦΞΞοϓॿۚʳ
　ඇਖ਼規ޏ༻労働ऀの企業でのΩϟϦΞΞοϓを促進するため、ਖ਼ࣾһԽ、人ࡐҭ成、ॲ۰վળの取り組
Έを実施した事業主に対して助成する制度です。ਖ਼ࣾһԽίʔε、人ࡐҭ成ίʔε、ۚ規定վ定ίʔε、
健߁அ制度ίʔε、ۚ規定ڞ௨Խίʔε、ॾख制度ڞ௨Խίʔε、બతద༻֦େಋೖ時ॲ۰վળίʔ
ε、短時間労働ऀ労働時間延長ίʔεの̔ͭのίʔεがあり·す。ৄし͘、長労働܇ہ࿅ࣨ（ి0�6�
��6�0�6�）͓い合Θͤ͘だ͞い。

ʲ労働ܖ等ղઆηϛφʔ ����　ʮh ҆৺ʱしてʰ働くʱためのϧʔϧʯʢްੜ労働লҕୗࣄ業ʣr
　平成30年̐月̍日以߱ແظసϧʔϧ（˞）に基ͮ͘ແظ労働ܖのਃࠐΈのຊ֨Խがࠐݟ·Ε·す。ແ
制度の۩ମతͳಋೖํ๏、ઌ行している企業のಋೖ事例のհసظԉするため、ແࢧϧʔϧのಋೖをసظ
の΄͔、労働基準๏、労働ܖ๏で定めΒΕている労働ܖにؔするॏ要ͳϧʔϧͳͲをղઆするηϛφʔを
։࠵し·す（いͣΕのηϛφʔಉ一༰・ηϛφʔ 13ɿ10 ʙ 16ɿ4�・ݸ別૬ஊձ16ɿ4� ʙ）。
　・̓�13（）　長όελʔϛφϧձؗ̐֊　ෙཀ・ण（長ࢢ中ޚ所Ԭా1����）
　・10�1�（）　+"長ݝϏϧ1�֊　1�̖ձٞࣨ（長ࢢೆ長ੴಊொ11���3）
　・̏�̍（）　長όελʔϛφϧձؗ̐֊　ෙཀ・ण（長ࢢ中ޚ所Ԭా1����）

3

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠ働ɾ࿈ܞɾڞಉ事業の୲͍खͱしͯ ʕ

ᶃ　ಉҰ࿑働ಉҰۚの࣮ޮੑΛ֬อすΔ๏੍ͱΨΠυϥΠϯの整備ᶃ　ಉҰ࿑働ಉҰۚの࣮ޮੑΛ֬อすΔ๏੍ͱΨΠυϥΠϯの整備ᶃ　ಉҰ࿑働ಉҰۚの࣮ޮੑΛ֬อすΔ๏੍ͱΨΠυϥΠϯの整備
　�　ਖ਼規ޏ༻労働者とඇਖ਼規ޏ༻労働者のෆ߹理な۰ࠩをղফし、ͲのΑ͏なܗ༺ޏଶをબして　�　ਖ਼規ޏ༻労働者とඇਖ਼規ޏ༻労働者のෆ߹理な۰ࠩをղফし、ͲのΑ͏なܗ༺ޏଶをબして　�　ਖ਼規ޏ༻労働者とඇਖ਼規ޏ༻労働者のෆ߹理な۰ࠩをղফし、ͲのΑ͏なܗ༺ޏଶをબして
ೲಘがಘΒΕるॲ۰をडけΒΕ、ଟ༷な働͖ํをࣗ༝にબで͖るΑ͏にし、զが͔ࠃΒʮඇਖ਼規ʯೲಘがಘΒΕるॲ۰をडけΒΕ、ଟ༷な働͖ํをࣗ༝にબで͖るΑ͏にし、զが͔ࠃΒʮඇਖ਼規ʯೲಘがಘΒΕるॲ۰をडけΒΕ、ଟ༷な働͖ํをࣗ༝にબで͖るΑ͏にし、զが͔ࠃΒʮඇਖ਼規ʯ
とい͏ݴ༿をҰすることを指し、同Ұ労働同Ұۚの๏整備を࣮ݱする。とい͏ݴ༿をҰすることを指し、同Ұ労働同Ұۚの๏整備を࣮ݱする。とい͏ݴ༿をҰすることを指し、同Ұ労働同Ұۚの๏整備を࣮ݱする。

ᶄ　ඇਖ਼ޏن༻࿑働ऀのਖ਼ࣾһԽͳͲΩϟϦΞΞοϓのਪਐᶄ　ඇਖ਼ޏن༻࿑働ऀのਖ਼ࣾһԽͳͲΩϟϦΞΞοϓのਪਐᶄ　ඇਖ਼ޏن༻࿑働ऀのਖ਼ࣾһԽͳͲΩϟϦΞΞοϓのਪਐ
　�　ΞϕϊϛΫεのޮՌにΑり、ਖ਼規ޏ༻労働者が̔Ϳりに૿Ճにస͡、ෆຊҙඇਖ਼規ޏ༻労働者の　�　ΞϕϊϛΫεのޮՌにΑり、ਖ਼規ޏ༻労働者が̔Ϳりに૿Ճにస͡、ෆຊҙඇਖ਼規ޏ༻労働者の　�　ΞϕϊϛΫεのޮՌにΑり、ਖ਼規ޏ༻労働者が̔Ϳりに૿Ճにస͡、ෆຊҙඇਖ਼規ޏ༻労働者の
ׂ߹લにൺてԼするなͲ、ඇਖ਼規ޏ༻をऔりרくޏ༻環境にվળがݟΒΕる。こΕを࣮֬にׂ߹લにൺてԼするなͲ、ඇਖ਼規ޏ༻をऔりרくޏ༻環境にվળがݟΒΕる。こΕを࣮֬にׂ߹લにൺてԼするなͲ、ඇਖ਼規ޏ༻をऔりרくޏ༻環境にվળがݟΒΕる。こΕを࣮֬に
ਖ਼規ޏ༻労働者とඇਖ਼規ޏ༻労働者の間のෆ߹理な۰ࠩのղফやෆຊҙඇਖ਼規ޏ༻労働者のਖ਼ࣾһਖ਼規ޏ༻労働者とඇਖ਼規ޏ༻労働者の間のෆ߹理な۰ࠩのղফやෆຊҙඇਖ਼規ޏ༻労働者のਖ਼ࣾһਖ਼規ޏ༻労働者とඇਖ਼規ޏ༻労働者の間のෆ߹理な۰ࠩのղফやෆຊҙඇਖ਼規ޏ༻労働者のਖ਼ࣾһ
化にͭな͛、ඇਖ਼規ޏ༻労働者のॲ۰վળを図る。化にͭな͛、ඇਖ਼規ޏ༻労働者のॲ۰վળを図る。化にͭな͛、ඇਖ਼規ޏ༻労働者のॲ۰վળを図る。

※�　「働き方改革実行計画」の「具体的な施策」では、「（前略）ガイドライン案の実効性を担保するため、裁判（司法判断）
で救済を受けることができるよう、その根拠を整備する法改正を行う。具体的には、パートタイム労働法、労働契約法及
び労働者派遣法の改正を図ることとし、（後略）」とされています。

検索検索検索

検索検索検索

検索検索検索
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ಛूɹ働͖ํվֵの実ݱに͚ͯɹͦの̍

˓ਃࠐઌ・い合Θͤઌɿ౦ژւ上日ಈϦεΫίϯαϧςΟϯάࣜגձࣾ（ి03�6�13�61�0）
　　　　　　　　　　　　IUUQ���XXX�UPLJPSJTL�DP�KQ�TFNJOBS��01�04�IUNM

ʲ༗ܖظ労働者のແظసϙʔλϧαΠτʳ
　ް生労働ল、ʮ有ܖظ労働ऀのແظసϙʔλϧαΠτʯを։設し、ແظసϧʔϧの֓要や、制度ಋ
ೖのϙΠϯτ、ʮଟ༷ͳਖ਼ࣾһʯ制度のಋೖのߟࢀͱͳるϞσϧब業規ଇͳͲにͭいて、͘ใをൃ৴して
い·す。

ʲ業վળॿۚʳ
　生ੑ࢈上のための設උࢿͳͲを行い、事業場で࠷いۚ（事業場࠷ۚ）を一定ֹ以上Ҿ͖
上͛た中小企業・小規模事業ऀに対して、その設උࢿͳͲに͔͔った経費の一部を助成する制度です。ৄし
͘、長労働ڥ༺ޏہ・均ࣨ（ి0�6���3�0�60）͓い合Θͤ͘だ͞い。

ʲ࠷ݝۚ૯߹૬ஊࢧԉηϯλʔʢ労働ہҕୗࣄ業ʣr
上の経Ӧվળに取り組Ή中小企業の労働条݅ཧͳͲの૬ஊにϫϯੑ࢈て生͚ۚҾ上͛に࠷　
ετοϓで対Ԡし、՝ղܾのためのઐՈݣの要があった場合、ઐతࣝを有する労ཧのઐ
Ոや経Ӧίϯαϧλϯτをݣしてい·す。
　所ࡏɿ長ࢢ中ޚ所Ԭా131�10　ϑϦʔΞΫηεɿ0�00��00�30��

ʲੜ産ੑを上͞せたا業は労働関係ॿۚがׂ૿͞Εますʳ
ʑの労働ऀが生Έग़すՃՁݸ、成長をਤってい͘ためにࡁΕる中で経·ࠐݟの減গがޱ労働ྗ人ޙࠓ　
（生ੑ࢈）をߴめてい͘͜ͱがෆՄܽです。͜のため、企業に͓͚る生ੑ࢈上の取り組Έをࢧԉするため、
生ੑ࢈を上ͤ͞た企業が労働ؔ助成ۚ（一部）をར༻する場合、その助成ֹຢ助成をׂ૿し·す。۩
ମతͳ助成ֹຢ助成֤助成ۚのύϯϑϨοτを͝ཡ͘だ͞い。

ʲ人ࣄධՁվળ等ॿۚ ʢrฏ��݄̐̍新ઃʣ
　生ੑ࢈上にࢿする人事ධՁ制度ͱۚ制度をඋする͜ͱを௨͡て、生ੑ࢈上をਤり、ۚΞοϓͱ

ᶅ�　ۀاの্͛の働き͔͚やऔҾ݅վળɾੜࢧ্ੑ࢈ԉͳͲ্͛͠ᶅ�　ۀاの্͛の働き͔͚やऔҾ݅վળɾੜࢧ্ੑ࢈ԉͳͲ্͛͠ᶅ�　ۀاの্͛の働き͔͚やऔҾ݅վળɾੜࢧ্ੑ࢈ԉͳͲ্͛͠
やすい環境の整備やすい環境の整備やすい環境の整備

　�　ʢલུʣ࠷ۚにͭいて、̏ˋఔを్として、໊̜̙̥のにྀしͭͭҾ　�　ʢલུʣ࠷ۚにͭいて、̏ˋఔを్として、໊̜̙̥のにྀしͭͭҾ　�　ʢલུʣ࠷ۚにͭいて、̏ˋఔを్として、໊̜̙̥のにྀしͭͭҾ
͖上͛、શࠃՃॏฏۉが����ԁとなることを指す。上͛しやすい環境の整備にけて、Լ等͖上͛、શࠃՃॏฏۉが����ԁとなることを指す。上͛しやすい環境の整備にけて、Լ等͖上͛、શࠃՃॏฏۉが����ԁとなることを指す。上͛しやすい環境の整備にけて、Լ等
தখا業のऔҾ݅のվળ等を図るととに、ۚ・ੜ産ੑの上にけたࢧԉを͏ߦ。தখا業のऔҾ݅のվળ等を図るととに、ۚ・ੜ産ੑの上にけたࢧԉを͏ߦ。தখا業のऔҾ݅のվળ等を図るととに、ۚ・ੜ産ੑの上にけたࢧԉを͏ߦ。

検索検索検索

検索検索検索

検索検索検索

検索検索検索

（※）�有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換しなければ
ならないルール。
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ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠ働ɾ࿈ܞɾڞಉ事業の୲͍खͱしͯ ʕ

৬の下を実ݱした事業主に対して助成するので、人ࡐෆをղফする͜ͱをతͱした制度です。ৄし
͘、長労働ہ৬業対ࡦ՝（ి0�6���6�0�66）͓い合Θͤ͘だ͞い。

ʲ働͖ํ・ٳΈํվળίϯαϧλϯτʳ
、しに取り組Ή企業にݟのため、働͖ํや休Έํのݱのௐ（ϫʔΫ・ϥΠϑ・όϥϯε）の実׆事ͱ生　
ిの΄͔、ݸ別๚にΑりվળに͚たΞυόΠεやࢿྉఏڙ、ࣾݚमのࢧԉをແྉで行ってい·す。
次のΑ͏ͳ、企業のΈや要にԠ͡てい·す。
　・ʮै業һの健߁のため、長時間労働をվળしたい。ʯ�
　・ʮϑϨοΫελΠϜ制やྔࡋ労働制をಋೖしたい͚Ͳ、खଓ͖がΘ͔Βͳい。ʯ
　・ʮ༏लͳ人ࡐを֬保するために年次有給休暇を͡め休暇制度をॆ実したい。ʯ
　・ʮ労働時間や休日・休暇のશൠにͭいて、ઐՈに૬ஊしたい。ʯ�　ͳͲ
˓ਃࠐઌ・い合Θͤઌɿ長労働ڥ༺ޏہ・均ࣨ　ి0�6���3�0��1

ʲ働͖ํ・ٳΈํվળϙʔλϧαΠτʳ
　ް生労働ল、ʮ働͖ํ・休ΈํվળϙʔλϧαΠτʯを։設し、働͖ํ・休Έํのݟしやվળにཱͭ
ใをఏڙしてい·す。企業やࣾһがʮ働͖ํʯやʮ休Έํʯをࣗݾஅする͜ͱで、ࣗ Βのʮ働͖ํʯやʮ休
ΈํʯをʮݟえるԽʯし、վળのώϯτを͚ͭݟΒΕるαΠτです。

ʲ職場ҙࣝվળॿۚʳ
　中小企業に͓͚る労働時間の設定のվળを௨͡た৬場ҙࣝのվળを促進するため、৬場ҙࣝվળにるܭ
画を࡞成し、͜のܭ画に基ͮ͘措置をޮՌతに実施した中小企業の事業主に助成ۚをࢧ給する制度です。৬場
ৄ。վળίʔε、所定労働時間短縮ίʔε、時間外労働上限設定ίʔεの̑ͭのίʔεがあり·すڥ し͘、
長労働ڥ༺ޏہ・均ࣨ（ి0�6���3�0�60）͓い合Θͤ͘だ͞い。

ᶆ　๏վਖ਼ʹΑΔؒ࣌֎࿑働の্੍نݶのಋೖᶆ　๏վਖ਼ʹΑΔؒ࣌֎࿑働の্੍نݶのಋೖᶆ　๏վਖ਼ʹΑΔؒ࣌֎࿑働の্੍نݶのಋೖ
　�　いΘΏるڠ��ఆで͑ることがで͖ないേଇ͖の時間֎労働の上ݶ規制を導ೖするととに、　�　いΘΏるڠ��ఆで͑ることがで͖ないേଇ͖の時間֎労働の上ݶ規制を導ೖするととに、　�　いΘΏるڠ��ఆで͑ることがで͖ないേଇ͖の時間֎労働の上ݶ規制を導ೖするととに、
͞Βに時間労働をੋਖ਼するため、ا業จ化やऔҾߦ׳のݟしを推進する。こΕにΑり、労働ࢀՃ͞Βに時間労働をੋਖ਼するため、ا業จ化やऔҾߦ׳のݟしを推進する。こΕにΑり、労働ࢀՃ͞Βに時間労働をੋਖ਼するため、ا業จ化やऔҾߦ׳のݟしを推進する。こΕにΑり、労働ࢀՃ
と労働ੜ産ੑの上を図るととに、働くํの健康を֬保しͭͭϫʔΫ・ϥΠϑ・όϥϯεをվળし、と労働ੜ産ੑの上を図るととに、働くํの健康を֬保しͭͭϫʔΫ・ϥΠϑ・όϥϯεをվળし、と労働ੜ産ੑの上を図るととに、働くํの健康を֬保しͭͭϫʔΫ・ϥΠϑ・όϥϯεをվળし、
時間労働をࣗຫするࣾձをม͑ていく。時間労働をࣗຫするࣾձをม͑ていく。時間労働をࣗຫするࣾձをม͑ていく。

検索検索検索

検索検索検索

※　「働き方改革実行計画」の「具体的な施策」では、
　＜原則＞�　週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、

違反には次に掲げる特例を除いて罰則を科す。
　＜特例＞�　特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回る

ことができない時間外労働時間を年720時間（＝月平均60時間）とする。年720時間以内において、一時的に
事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。

　とされています。



6

ಛूɹ働͖ํվֵの実ݱに͚ͯɹͦの̍

　ʢ職場環境վળίʔεʣ
　�　年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上の中小企業
事業主が、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組んだ場合、その実施に要した経費の一
部を助成する制度です。

　ʢॴఆ労働時間ॖίʔεʣ
　�　商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場規模10人未満の中小企業事業主（特例措置対象事
業場）であって、所定労働時間が週40時間を超え、週44時間以下の中小企業事業主が、週所定労働時間を２
時間以上短縮して40時間以下にした場合、その実施に要した経費の一部を助成する制度です。

　ʢ時間֎労働上ݶઃఆίʔεʣ
　�　限度基準を超える時間数で36協定（特別条項）を締結している中小企業事業主が、36協定で定める延長時
間を短縮して、限度基準以下の上限設定を行った場合、その実施に要した経費の一部を助成する制度です。

ʲ職場ҙࣝվળॿۚʢۈ間Πϯλʔόϧ導ೖίʔεʣr
　中小企業事業主が、աॏ労働のٴࢭͼ長時間労働の制に͚、休ଉ時間数が̕時間以上のۈ間Πϯλʔ
όϧのಋೖに取り組んだ場合、その実施に要した経費の一部を助成する制度です。�

ʲύϫʔϋϥεϝϯτ対ࢧࡦԉηϛφʔʢްੜ労働লҕୗࣄ業ʣr
　ύϫʔϋϥεϝϯτの基ૅࣝ、༧ղܾの取り組Έのϊϋや企業事例ͳͲをりࠐんだʮύϫʔϋ
ϥεϝϯτ対ࡦಋೖϚχϡΞϧʯをςΩετͱして、ͲのΑ͏に取り組めྑいの͔、ԿがϙΠϯτͳの͔、
経ݧ๛ͳࢣߨが۩ମతͳϊϋをղઆするηϛφʔを։࠵し·す。
　̔���（ۚ）13ɿ30 ʙ 16ɿ30　長ڭݝҭจԽް生協ձେձٞࣨ（長ݝࢢொ��3）
˓ਃࠐઌ・い合Θͤઌɿެӹஂࡒ๏人�1ੈل৬業ஂࡒ（ి03���44�1663）

ᶇ　ۈؒΠϯλʔόϧ੍ಋೖʹ͚ͨ環境整備ᶇ　ۈؒΠϯλʔόϧ੍ಋೖʹ͚ͨ環境整備ᶇ　ۈؒΠϯλʔόϧ੍ಋೖʹ͚ͨ環境整備
　�　労働者のੜ׆時間を֬保し、健康なੜ׆をૹることがで͖るΑ͏、ۈ間Πϯλʔόϧ制の導ೖ　�　労働者のੜ׆時間を֬保し、健康なੜ׆をૹることがで͖るΑ͏、ۈ間Πϯλʔόϧ制の導ೖ　�　労働者のੜ׆時間を֬保し、健康なੜ׆をૹることがで͖るΑ͏、ۈ間Πϯλʔόϧ制の導ೖ
にͭいての環境整備を͏ߦ。にͭいての環境整備を͏ߦ。にͭいての環境整備を͏ߦ。

⑥　健康で働きやすい職場環境の整備⑥　健康で働きやすい職場環境の整備⑥　健康で働きやすい職場環境の整備
　�　労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではない。　�　労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではない。　�　労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではない。
上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する。産業医・産業保健機能の強化等を図る。ま上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する。産業医・産業保健機能の強化等を図る。ま上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する。産業医・産業保健機能の強化等を図る。ま
た、新たな規制に対応した監督指導体制を強化する。た、新たな規制に対応した監督指導体制を強化する。た、新たな規制に対応した監督指導体制を強化する。

検索検索検索

検索検索検索

検索検索検索

˞͝ෆ໌なに͖ͭましては、֤い߹Θせ૭ޱまで͓い߹Θせくだ͞い。
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結・ਫҾݩ、結のຊՈΑりՈݩがࢯ࣏ދ10年、業ऀのా中࣏໌　
ʮ˓ాా中商ళʯͱして業し、൧ాの౷తͳ場࢈業であるਫҾを̐にΘ
たりड͚ܧいで͖·した。
　ॳのా中࣏ދࢯ、ೆ͖のࣼ໘にʮ͟場ʯを設͚、ఱ日ར༻にΑるס૩
ํ๏ʮ外ఱ日ס૩๏ʯをߟҊし·した。そΕ·でので行ΘΕていたછ৭
૩ͤ͞るඞ要があったため、ख間の͔͔ס業、時間を͔͚て࡞૩סのਫҾのޙ
る࡞業でした。外でס૩ͤ͞る͜ͱがՄͱͳった͜ͱで、い場所でޮΑ
上し·した。͜のʮඈ༂తにੑ࢈૩ͤ͞る͜ͱがで͖るため、ਫҾの生ס͘
外ఱ日ס૩๏ʯ２ా中फࢯ٢がʮా中ࣜਫҾ๏ʯͱして1�16年に特ڐを
取得してい·す。
　1���年に։͞࠵Εた長ౙقΦϦϯϐοΫのࡍに、/"0$（長ౙྠޒق組

৫ҕһձ）がʮ৺ͱ৺を結Ϳ日ຊの象であるਫҾ、ΦϦϯϐοΫࢀՃऀ
のϓϨθϯτͱして;͞Θしいʯͱして、બखやһのΦϦϯϐοΫࢀՃऀに
ଃるه೦にਫҾを࠾༻し·した。ଟ数のݟຊの中͔Βه೦ͱしてબΕた
̒、ۮવにすてಉࣾがఏग़したので、16をಉ業ऀの協ྗ得ݸ000
ͳがΒ࡞し、ੈքにʮ൧ాਫҾʯをΞϐʔϧし·した。
　結ೲや結ࠗࣜを؆ུԽするಈ͖あり·すが、ۙ 年ྗをೖΕているਫҾのΦʔ
φϝϯτ、日ຊΒし͞をΞϐʔϧするのͱして結ࠗࣜのҾग़や͓中ݩ・
。のϫϯϙΠϯτに༻いΒΕる͜ͱ૿えて͖てい·すࡀ͓
　日ຊ一のਫҾ࢈ͱしてʮ൧ాਫҾࡉͱΞΠςϜ数でউෛʯͱྗޠ͘ڧΒ
Εたా中߂߁ද取締、ՃՁをߴめたਫҾをखֻ͚る͜ͱで、ϒϥϯ
υをߏஙし、൧ాਫҾのັྗをੵۃతにൃ৴してい͖たいͱߟえてい·す。

1877年（明治10年）　�初代田中虎治郎氏が元結・水引製造問屋「○田田中商
店」として創業

1904年（明治37年）　�屋外天日製造機を考案し、水引の半機械化を図る
1913年（大正２年）　�田中宗吉氏が「改良巻取紙切断機」の実用新案登録
1916年（大正５年）　�田中宗吉氏が「田中式水引製造法」で特許を取得
1917年（大正６年）　２代目田中宗吉氏が事業を継承
1922年（大正11年）　長野県諏訪湖上博覧会総裁より「水引金牌」拝受
　　　　　　　　　　平和記念東京博覧会総裁より「水引銀牌」拝受
1950年（昭和25年）　�法人改組し、株式会社田中宗吉商店を設立
　　　　　　　　　　「御国」を商標登録
1957年（昭和32年）　�３代目田中章吾氏事業を継承（２代目宗吉を襲名）
　　　　　　　　　　営業品目に結納品・金封・祝儀用品を加える
1984年（昭和59年）　�４代目田中康弘氏が事業を継承
　　　　　　　　　　営業品目に装飾品・正月飾を加える
1998年（平成10年）　�長野冬季オリンピック選手役員への日本土産とし

て製品が採用

  主なあゆみ

৴भの�ʓʓۀا
ɹࣾձࡁܦͷมભͷ中に͋ͬてଟにわͨΓࣄ業をܧଓ͠ɺ
Ҭࣾձに͠ݙߩて͖ͨฮ企業を͝հ͠·͢ɻ

ʣࢢձࣾాதफ٢ళʢ൧ాࣜג

ୈ1�ճ

事 業 内 ༰　 ਫҾԷ業
 　 業 　 年　1�77年（明10࣏年）
業࣌の߸　˓ాా中店
業࣌の事業　݁ݩɾਫҾԷ業

ձࣾాதफ٢ళࣜג
൧ాٶࠓࢢொࡾஸ目37
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組合ཱ��पʵༀֶ෦ੜରの੍ֶۚઃʵ
ʙେอݥༀڠۀࣄہಉ組合ʙ

　େ保ݥༀہ事業協ಉ組合、ཱ�0प年をه೦してݝでॳめてༀֶ部生を対象ͱした
ֶۚ制度を設し·した。·た、̒月1�日にେொ商ձؗでه೦ߨ演ձを։࠵し·した。
　長ݝに、ༀֶ部を設置するେֶがͳい͜ͱ͔Β、ༀࢣࡎのࢤऀがগͳいݱঢ়があり、
Ҭのༀࢣࡎෆがݒ೦͞Εてい·す。৽設͞Εたֶۚ制度を׆༻する͜ͱで、େҬ

のༀࢣࡎを֬保する取り組Έͱしてظ͞Εてい·す。
　ֶۚༀֶ部のࡏ੶ऀٴͼༀֶ部のೖֶがܾ·って
いるํを対象に、େֶଔ業ޙ、ༀࢣࡎͱして組合ࢦ定のༀ
する͜ͱを条݅に、一人あたり月ֹ10ສԁを限度ۈにہ
ͱしてି༩し、ֶ̍年̍人ͣͭ࠷େ̒人ି༩する͜ͱを
定してい·す。·た、ༀࢣࡎ໔ڐ取得ޙ、組合のࢦ定す
るༀہに一定ظ間ۈする͜ͱで、ֶۚのฦࡁが໔আ͞
Ε·す。
　ޱߐදཧ事、ʮҬのօ༷の͓͔͛で�0年のઅ
をܴえΒΕた。ༀࢣࡎ、ॅຽのༀの૬ஊ૬खͱしてҬ
にͱって͔ܽͤͳい人ࡐに͔͔ΘΒͣ、֬保がしい。
ֶۚ制度にΑりҬにༀࢣࡎが૿える͜ͱをظしてい
る。ޙࠓҬҩྍのݙߩをࢦして׆ಈをしてい͖た
いʯͱ͞Ε·した。

Ոఉ͝Έऩूंʹ"&%Λࡌ
ʙࢢҕୗড়ڠۀࣄಉ組合ʙ

　長ࢢҕୗড়事業協ಉ組合で、ࡢ年̕月͔ΒՈఉ͝
Έऩू （ंΦϨϯδύοΧʔं）શ3�にࣗಈମ外ࣜআࡉಈ
。し·したࡌを（%&"）ث
　組合で、合ซ۠をআいた長ࢢશҬのՈఉ͝Έのऩ
ूӡൖ業を行って͓り、ऩू、ॅやࢁ間の
してʮ҆શ・҆৺ʯ༺׆શҬにΘたり·す。͜のऩूをࢢ
のࢢຽαʔϏεをఏڙで͖ͳい͔ͱߟえたͱ͜Ζ、"&%を
ࡌする͜ͱにͳり·した。"&%ެڞ施設やӺの主要
ͳݐの設置が進んでい·すが、ॅやࢁ間でۙͳ設置場所がগͳいため、ऩू
業の中でສが一のͱ͖にҬの"&%ͱして׆༻͞Εる͜ͱをظしてい·す。
　·た、ΦϨϯδύοΧʔंでऩू業にあたるυϥΠόʔや助ख、ߨ໋ٹशձをमྃし

たऀがして͓り、"&%にͭいてのࣝや༻खॱにؔす
るߨशडߨしているため、ෆଌの事ଶに対Ԡで͖るମ制
をえてい·す。
　શࠃతにしい͜の取り組Έを、組合のٶࢤ事ہ
長ʮ生׆の中で、ΦϨϯδのंにを͔͚Εେৎͱࢥっ
ていただ͖たい。ޙࠓ、ٸٹηοτのඋͳͲ、ߋͳるαʔ
Ϗεのఏڙを行いたいʯͱޙࠓのలにͭいて͞Ε·した。
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˔�େଜձɺੜࠃ্ੑ࢈ຽ運ಈਪਐٞڠձʢ૯ཧఛʣʹग़੮
　େଜձ長、̑月�4日、૯ཧେਉఛに

͓いて։͞࠵Εたʮୈ̍ճ生ੑ࢈上ࠃຽ

ӡಈਪ進協ٞձʯにग़੮し·した。Ճ౻উ

৴ֳ特໋େਉの進行にΑり、಄、҆

ഒ૯ཧେਉ͔Βѫࡰがあり、Ҿ͖ଓ͖、ҿ

৯業ͱ小ച業に͓いて、業の取組Έを

Ԡ༻したαʔϏε業の生ੑ࢈上事例のใ

。が行ΘΕ·したࠂ

˔Ճ౻ৗཧࣄɺߦखଓ෦ձʹͯҙݟड़
　Ճ౻ৗཧ事、̑月��日、ֳで։͞࠵Εたʮୈ16ճ行खଓ部ձʯにग़੮し·した。

　੮上、Ճ౻ৗཧ事、行のೖܖ・ࡳにؔするखଓに͓͚る事業ऀのෛ୲ײにͭい

て、中小小規模事業ऀに͓いて、ఴॻྨͳͲのखଓのଟ͞人खや時間を取ΒΕ、事ෛ

୲ٴͼίετ໘でෛ୲ͱͳっている͜ͱ͔Β、中小・小規模事業ऀのྀをؚめ、దਖ਼ͳ

ݟͳる؆ૉԽをਤるͱͱに、ఴॻྨのඞ要ੑのߋるॻྨの૪が行えるΑ͏にਃにڝ

しをしていただ͖たいͳͲ、ҙݟをड़·した。

˔શࠃதখۀا੨தԝձ��ฏ��௨ৗ૯ձΛ։࠵
　平成��年度௨ৗ૯ձが̒月�3日（ۚ）、ϚϦτϐΞ（ࠤլࠤݝլࢢ）に͓いて։͞࠵Ε·

した。

　௨ৗ૯ձの։ձにあたり、中ᖒળඒશࠃ中ԝձ事ہ長Αりདྷෂѫࡰがあり·した。日

、平成��年度事業ใࢉܾ、ࠂใࠂฒͼに平成��年度事業ܭ画（Ҋ）、ऩࢧ༧ࢉ（Ҋ）ͳͲ

のٞҊにͭいての৹ٞが行ΘΕ、શٞҊが満場一கでঝೝ͞Εた΄͔、һのิબが行ΘΕ、

6#"ཧ事に৽たにౡݝのాޱ༟ࢯ࢘がबし

·した。

　ଓいてཱ��प年ه೦ࣜయが行ΘΕ、ޱࢁٛ

のྺ"#6、ޙが行ΘΕたࡰ事Αりདྷෂѫݝլࠤ

ձ長に対してදজঢ়のत༩が行ΘΕ·した。

　ͳ͓、平成30年度௨ৗ૯ձಙౡݝでの։࠵を

༧定してい·す。

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ࡰ佐լ県事དྷෂѫޱࢁ

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

、問、加౻大ਉސから、大ଜ会長、ྛτヨタࣗ動ंࠨ
　　　　҆ഒ૯ཧ、ݪࡗ経団࿈会長、ਆ࿈合会長
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ΦϦδφϧϒϥϯυ
ʮΩϡϨΠγϣφʔʯでશࠃల։

所ᧅ࡞࡚ࢁ　
、ਠͳͲ、いΘΏるࢦ
の࡞・ൢചで業。ޙに
ళฮॄثに事を֦େし、
ʮۜ0/")"/࠲ʯを࢝めͱす
るళฮ・施設のΧϯλʔ・
、۩の΄͔、ॅ༻のՈثॄ
Ωονϯ、ݐ۩ͳͲの設ܭ・
࡞・施をखが͚てい·す。
͞Βに長ࡐ࢈ݝをར༻したߴஅαογの
・ൢചでച上͛を৳してい·す。
　ͭͶにのՄੑをٻして͖た࡚ࢁ৻一ࣾ
長。సػが๚Εたの�011年、ౡୈ一ൃݪ事
υΠπ・ϋϊʔόʔで։͔Εた、ޙの２Χ月ނ
ցをػతలࣔձでαογのՃࡍࠃցのػ
。た͜ͱでしたݟ
　ಋが͘、Ξϧϛにൺ�000ഒ
அੑにす͙Εたૉࡐ。Ԥถでॅのஅੑ
をߴめるためαογのීٴが�0ʙ30ˋ
ͳのに対し、日ຊでたった̍ˋ。その、Τω
ϧΪʔをେྔにফ費しているݱ実をಥ͖͚ͭΒΕ
たのです。ʮ日ຊੈքୈ̐Ґのྛ保有ࠃ。๛
ͳࡐを͏·͘͜͏ͱでফ費ΤωϧΪʔ͔
ͳり減Βͤる。のՄੑ͜͜にあるͱ͡ײ·
したʯ
　ಉࣾ�011年、̑࣠$/$Ճػをಋೖし、
αογの事業をελʔτ。ྑ࣭ͳ長ݝ
を有ޮར༻した։ൃを基ຊํͱして定ࡐ࢈
め·す。設ܭ事所ͱͱにڥলのϓϩδΣΫ
τにࢀ画するͳͲߴஅαογのڀݚ։ൃ
を進め、ண実に成Ռを上͛て͖·した。
　ಉࣾશΦϦδφϧܗঢ়で設ܭし、ҙঊੑͱ
ੑに特Խしたߴஅαογでࠃಉ業ࣾͱ
ࠩ別Խ。ΦϦδφϧϒϥϯυʮ$63"5*0/&3
（ΩϡϨΠγϣφʔ）ʯをཱͪ上͛、શࠃにൢചల
։してい·す。

σʔλのʮ͑ݟるԽʯΛ実ݱ

　ಉࣾでのͮ͘りิ助ۚを׆༻し、̑࣠

$/$Ճػͱ࿈ಈする
૭ൢചϓϩάϥϜ
ʮ01&3"ʯをಋೖし·し
た。
　͜Εαογの
͓ࡐ成͔Β、部࡞ਤ໘࡞
Αͼ生࢈ίετのੵࢉ、
அੑ（ϥϯχϯάίε、ࢉܭྉのาཹ·りࡐ
τ）や年間ΤωϧΪʔίετ削減ྔのࢉܭ、͞Β
にࡐ・ෳΨϥε・ۚの部ൃࡐ·で行
えるす͙ΕたγεςϜ。શΦϦδφϧܗঢ়の
ͮ͘りがՄで、֤छσʔλのʮݟえるԽʯに
Αり、�0�0年にٛԽ͞Εる৽ஙॅのলΤω
基準に対Ԡするため、αογීٴのい෩
にͳるͱظしてい·す。
　ʮαογのച上͛がཱてΒΕるΑ͏にͳっ
て̐年。２年લ͔ΒՈ۩を上ճるΑ͏にͳり、
ച上͛ඪを上ճるいです。αογظࠓ
Ξϧϛαογにൺて͔ͳりߴՁͳため、ࠓ
·だ༟がϝΠϯλʔήοτですが、Αりଟ͘
の͓客༷にっていただ͚るΑ͏ࡐྉやίετͳ

Ͳのڀݚに取り組んで
い·すʯ
　ಉࣾでड૿がଓ
͘αογに対Ԡ
し、�01�年度Քಈを
場をྡ༺してઐࢦ
にݐ設するܭ画です。

最先端加工機とITを駆使してつくる
長野県産材高断熱木製サッシのブランド化を進める。

ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.�1
ʣࢢۂ所ʢઍ࡞࡚ࢁձࣾࣜג

ॴ࡞࡚ࢁձࣾࣜג
　　ද　ද取క　࡚ࢁ৻一
　　業　1�5�（ত33）年10月
ࢿ 本 ۚ　1,000ສ円
本　　社　ઍࢢۂ小ౡ2�17
　　　　　TEL.026-272-2106　'"9.026-272-2765
事業内༰　 ΦーμーՈ۩のɾൢച、ۭ間ίーσΟ

ωーτ、ッドαッシの企ըɾɾൢച
など

好好好好好好好好好好好好機 ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.逸す
べからず

木曽ひのき材高性能木製サッシ

ミーティングルーム。同社製の木製サッ
シ、家具のショールームも兼ねる

複雑なデザインの家具加工にも対応

木製サッシ加工用5軸CNC加工機
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ॱૹにಛԽし
ίετݮɾ期ॖɾߴਫ਼Խ

ݱज़ऀだったٕܕۚ　
ձ長がত46年に
業したਫ਼ີۚܕ・ਫ਼ີ
ϓϨεՃのΦΦλ。
にՃえ、ड࡞ܕۚ
の҆定をਤるためϓϨ
εՃにΑるۚଐ部のྔ࢈࢝め·した。
　ϓϨεՃでൃޙだったಉࣾʮॱૹۚܕʯ
でಉ業ࣾͱࠩ別Խをਤり、ిؾや௨৴ػث、
ύιίϯͳͲの部をखが͚て͖·した。ࡏݱ
ྫྷ間にྗをೖΕ、削ՃをϓϨεに置͖
客χʔζにԠえࣗಈं部を中৺ސえる͜ͱで
に生࢈してい·す。
　ෳࡶͳܗঢ়のਫ਼ີ部をϓϨεՃする場合、
ෳ数のۚܕをい数ఔに͚てՃするのが一
ൠతです。一ํ、ෳ数のఔをͻͱͭのۚܕに
置し̍ఔでࡁ·す͜ͱがで͖るのがॱૹϓϨε
Ճ。ίετ削減・ظ短縮・ߴਫ਼度ԽͳͲのϝ
Ϧοτがあり·すがߴ、 いٕज़がඞ要ͱ͞Ε·す。
　ಉࣾ得ҙのਫ਼ີٕۚܕज़を͔׆し、େܕ部
͔Βਫ਼ີ部·で、·たՃがしいࡐྉやఔ、
͞Βに特に外؍基準がݫしい外·でॱૹ
Խ。ෆՄをՄにして͖·した。ʮ時主要取
Ҿઌだった日ຊをදするେखిػ・௨৴ثػ
ϝʔΧʔにΑΕ、外でੈքॳでしたʯͱ
ଠాमࣾޗ長ڳをுり·す。

खが͚るのࡏݱ　
主ྗࣗಈं部ͱ
γϑτ。特ڐを取得す
るͳͲॱૹٕज़をపఈ
してٻし、Ϣʔβʔ
χʔζに合った։
ൃを行ってい·す。

ਃॻ࡞でձࣾΛͬ͘͡ΓݟつΊす

ճのͮ͘りิ助ۚでಋೖしたのがʮඇ接৮ࠓ　
ޫֶࣜ̏次ݩσδλΠβ（"504）ʯ。の画૾
を取得し、γεςϜ上で̏%σʔλに置͖えて
දࣔする画ظతͳଌ定ػです。

　ࣗಈं部でܰྔԽ
のためڧߴ度ࡐྉの࠾༻
が進Έ、ϓϨεۚܕのਫ਼
度ҡ࣋がࠔにͳってい
·す。ಉػۚܕの減りがͲ͜に、ͲΕ͙Βい生
͡ている͔を̏%でݟる͜ͱがで͖るため、次の
खをଧͭ時間のେ෯ͳεϐʔυΞοϓにͳり·し
た。·たސ客ͱのଧͪ合ΘͤσʔλをݟͳがΒ
で͖ߴいධՁを得てい·す。
　ʮಉ業ࣾでのಋೖશࠃతに΄ͱんͲ例がͳ
していただいたのͱてϥοΩʔでし࠾、͘
た。ଞࣾͱҧったࢹでݟΒΕるので、Αりਫ਼
ີͳをडするνϟϯεが૿えるʯͱଠాࣾ
長ظしてい·す。
　ಉࣾがのͮ͘りิ助ۚをॳめてਃしたのが
平成�4年度。ॻྨ࡞成がߴいϋʔυϧだͱݴΘΕ
るิ助ۚのਃですが、時ઐのཱ場でॳめて
ࣗΒਃॻを࡞成したଠాࣾ長そΕを実ײした
一人でした。ʮਃॻձࣾをվめて͡っ͘りݟ
ͭめし、ੈの中のಈ͖や業քのಈௐͳい
ͱॻ͚·ͤん。ͱてྑいษڧにͳったし、やり
がいୡ成ײඇৗにେ͖͔ったですͶʯ
　数ۙ͘がٕज़ऀͱい͏ಉࣾ。ଠాࣾ長ʮٕ

ज़人ʯͱڧௐし·す。
ʮԿ͔やΖ͏ͱࢥった時、
人がΞΠσΞをدͪ࣋る
͜ͱでΧλνにで͖る。
い͘ΒϩϘοτのಋೖが
進んで人間にউるの
ͳいͱࢥってい·すʯ

ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.�2
ɹࣜגձࣾΦΦλʢদຊࢢʣ

ձࣾΦΦタࣜג
　　ද　ද取క社長　ଠాमޗ
　　業　1�71（ত46）年２月
ࢿ 本 ۚ　5,000ສ円
大ٱ保工場　দ本ࢢլ5652-�6
　　　　　TEL.0263-26-5151　'"9.0263-27-2317
事業内༰　ਫ਼ີۚܕの設ܭɾ࡞及びプϨス加工

好好好好好好好好好好好機 ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.ʮのͮ͘Γิॿۚʯ࠾ا業Λ๚Ͷͯ WoM.逸す
べからず

精密金型技術を活かし順送プレス加工に特化。
高い技術力で低コスト・高品質な製品づくりを実現。

冷間鍛造加工品サンプル

順送プレス

非接触光学式３次元デジタイザ
（ATOS）

製品サンプル
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　組合をӡӦしてい͘上でදཧ事のมߋ、事所所ࡏのҠస、ొه事項をมߋするࡍ
にมهొߋਃがඞ要です。ొهする͜ͱでม͞ߋΕた事項のޮྗがൃ生するため、มߋ
͝、す͖事項にͭいて͝հいたし·すのでهొ、ճࠓ。Εͣに行い·しΐ͏هొ
֬ೝ͘だ͞い。

中小企業協ಉ組合๏でมߋのొهにؔして次のΑ͏に͞ࡌهΕてい·す。
中小企業協ಉ組合๏（ൈਮ）
ୈ��条（มߋのొه）
　�　組合に͓いて（˞）લ条ୈ２項֤߸に͛ܝる事項にมߋが生͡たͱ͖、２週間以に、そ
の主たる事所の所ࡏに͓いて、มߋのొهをしͳ͚ΕͳΒͳい。
　２�　લ項の規定に͔͔ΘΒͣ、લ条ୈ２項ୈޒ߸に͛ܝる事項中ग़ࢿの૯ޱ数ٴͼࡁࠐ
ग़ࢿ૯ֹのมߋのొه、ຖ事業年度日ࡏݱにΑり、֘日͔Β̐週間以にすΕ
りる。

主要ͳมهొߋ事項ͱਃظ限にͭいて、以下のදのͱ͓りです。

　ͳ͓、組合の事業や໊শ、۠、事所所ࡏ、定に規定͞Εている事項をมߋする
。のೝՄਃがඞ要ですߋม行ிに定をਃするલにهొߋに、มࡍ
　定มߋやมهొߋにͭいて͝ෆ໌ͳが͟͝い·したΒ、ຊձࢦಋһ͝૬ஊ͘だ͞い。

มߋ事߲ 申請期限等

දཧ事のมߋ　˞̍ มߋがあった日͔Β２週間以

ग़ࢿの૯ޱ数ٴͼࡁࠐ
ग़ࢿ૯ֹのมߋ

ग़ࢿの૯ޱ数ٴͼࡁࠐग़ࢿ૯ֹがมߋͱͳった場合、มߋ
があった日͔Β２週間以ຢ、事業年度ऴྃ̐ޙ週間以

۠のมߋ 行ிの定มߋೝՄॻ౸ୡ日͔Β２週間以

事所の所ࡏのมߋ Ҡసした日͔Β２週間以

事業のมߋ 行ிの定มߋೝՄॻ౸ୡ日͔Β２週間以

そのଞ
໊শ、ެࠂのํ๏のมߋ、ग़ࢿࠐΈのํ๏のมߋ、ग़ۚޱ̍ࢿ
ֹのมߋ、合ซ・Ҡ行・組৫มߋ、ղٴࢄͼਗ਼ࢉͳͲそΕͧΕの
هొ

組合組合
運営
の

運営
の

いいいいいろろろろろいろい ははは運営
のは運営
の
ろはろ

߲ࣄすきهొ

（※）�前条第２項各号に掲げる事項とは、事業、名称、地区、事務所の所在場所、出資１口の金額及びその払込
の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額、代表権を有する者の氏名・住所及び資格、公告方法等の
ことを指します。（第84条より抜粋）

※１�　代表理事の変更登記に関しては多くのご質問をいただきます。任期満了の役員改選を行い、新たな代表理
事が就任した場合、引き続き代表理事が留任した場合にかかわらず、いずれの場合でも登記申請が必要です。
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　今回は、経営安定期における契約内容のチェッ
ク（リーガルチェック）の重要性についてお話し
します。

するҙٛ࡞ॻをܖ˙
　契約とは、当事者の意思の合致に法律効果を持
たせるものであり、意思の合致さえあれば、契約
は成立します。
　口約束でも契約は成立します（但し、保証契約
等一部の契約の成立には、書面が必須となりま
す）が、契約書を作成する意味は、当初の想定ど
おり事が運ばなくなった事態に備えるものです。
例えば、契約の相手が契約内容を履行しなかった
り経営状態の悪化が疑われる段階でいち早く債
権を回収したり、取引に伴い契約当事者以外の第
三者に損害を与えた場合の責任分担を決めてお
くなどして、紛争を予防するためです。
　契約書は、契約当事者が円満な段階で締結する
ものであり、会社内だけでチェックが可能である
と考えている方も多いと思います。しかしなが
ら、契約当事者と法律の専門家である弁護士は、
チェックするポイントが異なります。契約当事者
は、契約書の内容通りスムーズに事が運ぶことを
前提としたチェック（言い換えれば、契約の今後
のスケジュールチェック）になりがちですが、弁
護士は、契約通りに事が運ばなかった場合にリス
クを回避あるいは最小限にできるかという「契約
書の裏側」からチェックを行います。
　当然ながら、物事はうまく事が運ぶ方が喜ばし
いことではありますが、誤解を恐れず言うなら
ば、うまく事が運んだ場合には契約書はさほど重
要ではありません。経営にリスクは付きものであ
り、契約書は、契約がうまくいかなかった場合の
リスクに備える所に大きな意味があるのです。

˙�ϦʔΨϧνΣοΫは、ʮ૬खΑりࣗࣾに༗ར
なঢ়گをల։するために͋るʯʁ

　リーガルチェックの目的の一つに、少しでも自
社に有利な状況を展開しリスクをできるだけ負
わないようにする、という側面があるのは当然で
あります。
　しかしながら、その側面のみを推し進めるなら
ば、相手にのみリスクを負わせる不公平（アン
フェア）な契約となり、訴訟の場で契約の有効性
が争われるという紛争リスクを負いかねません。
　弁護士がリーガルチェックを行う際には、依頼
者の利益を最優先に考えながらも、公平（フェア）
の観点も考慮にいれ、訴訟の場で争われた場合に
契約内容が公序良俗に反し無効とはならないか、
公平中立な裁判所の目から見て許容されるか、を
チェックします。契約書の文言が訴訟に耐えうる
かどうかは、日常業務として訴訟に携わる弁護士
にしか判断することができません。
　また、相手への配慮を欠いたあまりに不公正な
契約は、経営者の商道徳を疑われかねませんし、
相手との信頼関係に基づいた長期的なビジネス
展開という面でも得策ではありません。リーガル
チェックは、自社の経営感覚がビジネス界の常識
や倫理観に沿ったものかどうかを自省すること
にもなります。

Ӧ理೦とϦʔΨϧνΣοΫܦ˙
　とあるメーカーの製品製造受託契約書に、瑕疵
担保責任を１年間と定めた条項があったため、私
がリーガルチェックの際に、商法上瑕疵担保責任
は６ヶ月間に短縮出来ることを指摘したところ、
担当者から、「当社の長年の慣行や製品の性質上、
当社は瑕疵担保責任期間を法律よりも長く１年
間責任を負う内容で結構です。」との回答をも
らったことがありました。それを聞き、契約書に
は会社の経営理念や製品に対するプライドが表
れることを改めて感じました。弁護士による法的
側面から助言を活かしつつ、自社の経営理念を大
事にした事業展開を行っていただきたいと思い
ます。

　以上、リーガルチェックの意義について、簡単
にご説明しました。弁護士にとって、リーガル
チェックは日常業務の一つであり、契約文言を巡
るトラブルや債権回収についても様々な企業の
契約書を目にしておりますので、新規事業の展開
をお考えの経営者の皆様には、是非、中小企業団
体中央会を通じた弁護士会の相談制度をご活用
いただきたいと思います。

以上

第6回 安定経営期に
おける留意事項

契約について
弁護士　中山　耕平

ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の ห ޢ ࢜ の 

その1
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ʮੜੑ࢈ཁ݅ʯ͕ ઃఆ͞ΕΔॿۚ
ɹ労働関係助成金のうち生産性要件が設定される助成金は、雇用維持や障害者の雇用環境整備など一部の助成金を
除いた以下の助成金が対象となります。   ※詳細は各助成金のパンフレット等をご覧ください。

ʲ࠶ब職ࢧԉ関係ʳ
　１　労働移動支援助成金　（※）のコースは生産性要件が複数ある支給要件のひとつとなっています。［問合せ先：各ハローワーク］
　　　　（早期雇入れ支援コース（※）、人材育成支援コース（※）、移籍人材育成支援コース（※）、中途採用拡大コース）

ʲޏೖΕ関係ʳ
　１　地域雇用開発助成金　［問合せ先：各ハローワーク］
　　　　（地域雇用開発コース）

ʲޏ༻環境の整備関係ʳ
　１　職場定着支援助成金　［問合せ先：長野労働局　職業対策課　℡.026-226-0866］
　 　　　（雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、保育労働者雇用管理制度助成コース、介護労働者雇用管理制度助成コース）
　２　人事評価改善等助成金　［問合せ先：長野労働局　職業対策課　℡.026-226-0866］
　３　建設労働者確保育成助成金　［問合せ先：長野労働局　職業対策課　℡.026-226-0866］
　　　　（認定訓練コース、技能実習コース、雇用管理制度助成コース、登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース、若年者及び女性に魅力ある　
　　　　 職場づくり事業コース、女性専用作業員施設設置助成コース）
　４　65歳超雇用推進助成金　［問合せ先：高齢・障害・求職者雇用支援機構　長野支部　℡.026-258-6001］
　　　　（高年齢者雇用環境整備支援コース、高年齢者無期雇用転換コース）
　　　　　（注）当該助成金は、生産性の伸び率が１％以上（6％未満）である場合の金融機関への事業性評価の対象外となっています。

ʲࣄとՈఉのཱ྆関係ʳ
　１　両立支援等助成金　［問合せ先：長野労働局　雇用環境・均等室　℡.026-223-0560］
ʲΩϟϦΞΞοϓ・人ࡐҭ関係ʳ
　１　キャリアアップ助成金　［問合せ先：長野労働局　訓練室　℡.026-226-0862］
　２　人材開発支援助成金　［問合せ先：長野労働局　職業対策課　℡.026-226-0866］
ʲ࠷ۚҾ͖上͛関係ʳ
　１　業務改善助成金　［問合せ先：長野労働局　雇用環境・均等室　℡.026-223-0560］

　 　労働関係助成金は、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算したʮੜ産ੑ要݅ʯを満た
している場合に助成の割増を行います。（具体的な助成額または助成率は各助成金のパンフレット等をご覧ください。）

　○助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
　　・その３年前に比べて̒ˋҎ্৳ͼͯいΔ͜ͱ　または、
　　・その３年前に比べて̍ˋҎ ʢ্�ˋະຬʣ৳ͼͯいΔこと（※）
　　　　（※）この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること　
　　　　　☞　 　「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て（市場での

成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等）を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、そ
の回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。

　　　　　　　 　なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額（借入
の際の設定上限金額）が設定されている場合等も該当します。

　☞「生産性」は次の計算式によって計算します。
　
                  生産性=

　　● 「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
　　● 「生産性要件」を算定するための「生産性要件算定シート」を厚生労働省のホームページに掲載しています。これを

ダウンロードし、該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳の各項目から転記することにより生産性を算
定できます。助成金の支給申請に当たっては、各勘定科目の額の証拠書類の提出が必要となります。

μϯϩʔυはͪ͜Β͔Βˣ
IUUQ���XXX�NIMX�HP�KQ�TUG�TFJTBLVOJUTVJUF�CVOZB������������IUNM

͕ۀا্ͨͤ͞Λੑ࢈ԉ͢ΔͨΊɺੜࢧのऔ組ΈΛ্ੑ࢈Δੜ͚͓ʹۀا
࿑ಇؔॿۚʢҰ෦ʣΛར༻͢Δ合ɺͦ のॿֹ·ͨはॿΛׂ૿͠·͢ɻ
��ੜੑ࢈ཁ݅

営業利益＋人件費＋減価償却費＋動産・不動産賃借料＋租税公課
雇用保険被保険者数

࿑ಇ͔ہΒ
の͓Βͤ ࿑働ؔॿۚʹ͔͔Δੜੑ࢈ཁ݅の͝Ҋ　
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৴भΈΒ͍νϟϨϯδอূ
֓　　　　　　要

ご ར 用
いただけるํ

次の要件を満たすํ
① 取Ҿۚ༥機関（ϝインまたは४ϝインۚ༥機関）との間で証書ି付、手ିܗ付、当ି࠲ӽ、

ׂҾ、社࠴Ҿ受等による取Ҿが３年以上あり、保証申࣌ࠐでその取Ҿߴがあるํ
②事業ঝܧ等の経営課を๊え、そのղܾに取りむํ
※お申ࠐみはϝインまたは४ϝインۚ༥機関を通͡ておئいいたします

限 度 額 １ԯ円以内
対 象 ࢿ ۚ ӡసۚࢿ及び設උۚࢿ
保 証 期 間 ӡస  ̓年以内　　設උ  10年以内（ਾஔ期間１年以内を含む）
ฦ ࡁ ํ 法 ׂฦࡁ（ただし、期間１年以内の場合は一ׅฦࡁ可） 

৴ 用 保 証 ྉ
年0.25ˋʙ1.70ˋ
※通ৗより0.2ˋい保証ྉでごར用いただけます
※有担保ׂҾ、中小企業会ׂܭҾのద用も可能です 

ି 付 ར  ۚ༥機関所定のར
࿈ ଳ 保 証 人 ଇとして法人のද者を除きෆ要ݪ
担 保 必要に応͡てご提供いただきます

添 付 書 類 所定の申ࢿࠐྉのଞ、申ࠐ人֨ࢿ要件等確認書及び課確認書の添付が必要となります
※書式は、当ڠ会ϗーϜϖーδ（お٬༷用書式μンϩードϖーδ）に掲ࡌしています  

ホームページ　http://www.nagano-cgc.or.jp　　　E-mail　hosyo@nagano-cgc.or.jp

長野県の地Ҭ経ࡁを支える中小企業の
皆さまの事業ঝܧをは͡めとする経営
課のղܾを支援します。

。までお問い合Θせくださいޱ会૭ڠにͭいては、おۙくの৴用保証ࡉৄ
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３つの【

 

※１初回契約時

 (当組合と

※２設備資金の

※３更新時には

●審査の結果

ご利用いた

お使い

ご融資

ご融資

ご融資

ご返済

保証

担

保証料・事

ＫＡＮＴＡＮ

ＫＵＲＩＫＡ

ＫＥＩＨＩ！ 

Ｋ】 うれ

①

②

③
 

時に印紙代２０

と初めてお取引を

の場合は、疎明

は、試算表等の

果、ご融資でき

ただける方 

いみち 

資限度額 

資期間 

資利率 

済方法 

証人 

担保 

事務手数料 

Ｎ！ 

ＡＥＳＨＩ！ 

れしいメリ

①お借入は

②限度額

③印紙代

００円(当座貸越

を開始する場合

明資料のご提出

のご提出をお願

きない場合が

法人および

（業歴３年

事業性資金

５００万
極度額をお

ただし、上

６ヵ月ごとの

個別にご相

毎月の元金

（返済元金

当組合所定

不要。 

不要。 

簡

ク
リット!! 

は、専用

額の範囲内

代、保証料

越契約書)をご返

合には、別途契

出をお願いいた

願いいたします。

ございます。

び個人事業主

以上で直近決

金（運転資金

円以上５
お決めいただ

限金額は平均

の自動更新と

相談させてい
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ださい。 

９月１０日現在

K
「信州でインターンシップ応援補助金」のご案内

県内の事業者の皆さまへ
県外学生をインターンシップで受け入れてみませんか。

　県では、長野県外の大学等に在籍する学生が、長野県内の事業所等で実施されるインターンシップ（就業体験）
に参加するために必要な経費を補助することで、県外学生の県内事業所等におけるインターンシップの参加を
促進しています。

書類提出先およびお問合せ先
　長野県 産業労働部 労働雇用課 雇用対策係
　TEL：026-235-7201　E-mail：koyotai@pref.nagano.lg.jp

対 象 者 長野県内に事業所等（本店、支店、営業所、工場等）を有する事業者
対 象 事 業 以下の要件をすべて満たすインターンシップ（就業体験）

①長野県外の大学等に在籍し、かつ長野県外に在住する大学生等を受け入れること
※ただし、最終学年の大学生等（大学院進学予定者及び大学編入予定者を除く）は対象外です。
②長野県内の事業所等で実施するものであること
③ 実施期間が実働３日以上であること（ただし、当該実施期間が属する年度の２月末日まで

に終了したものに限る）
④ 採用活動とは一切関係ないことを明確にし、就業体験の提供を目的としたものであること
⑤労働関係法令が遵守されているものであること

補助対象経費 事業者が負担する費用で次に掲げるもの
①交通費　 県外の居住地から宿泊先を経由して、インターンシップの実習先を往復するため

に必要な交通機関の使用に要する費用
②宿泊費　 インターンシップ実施期間（実施日の前後を含む）において、実習先に滞在する

ために要する費用（ただし、食費を除く）
補 助 限 度 額 １人あたり30,000円（申請人数に上限はありません）

受入事業者が「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」の場合は、40,000円
【ご注意】受入事業者が保有する施設に宿泊させた場合は宿泊費の対象となりません。
※同一年度中に限り、限度額に達するまで複数回申請可能。

申 請 手 続

※１　インターンシップを実施する日の７日前までに提出してください。
※２　 実績報告書の添付書類として領収書の写しが必要となります。必ず取得していただくと共に、受入学生に必

ず領収書を取得するようお伝えください。また、受入事業者が受入学生に費用を支払った場合は、それを証
する書類（受領書など）も必要になります。

※３　インターンシップを実施した後、30日以内に提出してください。

申請者

長野県
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 長野県 インターンシップ応援
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